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警
察
本
部
訓
令

警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
等
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

保
護
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
警
察
少
年
警
察
活
動
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
警
察
本
部
訓
令

目

次

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号

警
察
学
校

警
察

署
警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
（
平
成
２１年

大
分
県
警
察
本
部

訓
令
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

別
表
第
１
の
１
の
表
の
２
の
項
の
か
い
長
の
欄
第
８
号
中
「
第
３
項
」
を
「
第
２
項
」
に
改
め
、
同
欄
第

９
号
中
「
第
２１条

第
２
項
」
を
「
第
２１条

第
３
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
１６号

中
「
清
算
」
を
「
精
算
」
に
改

め
、
同
欄
中
第
４４号

を
第
４５号

と
し
、
第
３６号

か
ら
第
４３号

ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
３５号

の
次
に

次
の
１
号
を
加
え
る
。

36
規
則
第
１６７条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
物
品
出
納
計
算
書
に
記
載
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
現
物

の
確
認
を
行
う
こ
と
。

別
表
第
１
の
２
の
表
中
「
８，０００万

円
」
を
「
１
億
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
４
の
表
中
「
２，０００万

円
未
満
」
を
「
設
計
金
額

２，０００万
円
未
満
」
に
、
「
１，０００万

円
未
満
」
を
「
設
計
金
額

１，０００万
円
未
満
」
に
、
「
１００万

円
未
満
」
を
「
設
計
金
額

１００万
円
未
満
」

に
、
「
８，０００万

円
」
を
「
１
億
円
」
に
改
め
、
同
表
の
注
３
中
「
に
増
額
」
を
「
の
増
額
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
５
の
表
の
注
中
「
１００万

円
以
上
」
」
を
「
全
額
」
」
に
、
「
清
算
」
を
「
精
算
」
に
改
め

る
。別
表
第
２
21
中
「
第
１６７条

」
を
「
第
１６７条

第
１
項
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

（
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
１
条
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
４３年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第

２１号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
６
項
中
「
２
部
」
を
削
り
、
同
条
第
７
項
中
「
が
署
名
し
た
」
を
「
か
ら
」
に
改
め
、
「
１

部
」
を
削
る
。

第
１４条

の
２
第
１
項
中
「
、
９
の
項
及
び
１０の

項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
及
び
９
の
項
か

ら
１１の

項
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
、
「
、
別
表
第
１
の
１１の

項
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
６
か
月
以
上
の
臨
時
的
任
用
職
員
に
」

を
削
り
、
「
、
同
表
」
を
「
、
別
表
第
１
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
１０の

項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
」
の
次
に
「
任
用
期
間
が
６
か
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
臨
時
的
任
用
職
員
又
は
」
を
加
え
る
。

（
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
２
条
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２

年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
５
条
第
１
項
中
「
第
１４条

第
１
項
第
１２号

」
を
「
第
１４条

第
１
項
第
１３号

」
に
改
め
、
同
条
第
７
項

中
「
２
部
」
を
削
り
、
同
条
第
８
項
中
「
が
署
名
し
た
」
を
「
か
ら
」
に
改
め
、
「
１
部
」
を
削
る
。

第
１４条

第
５
項
及
び
第
６
項
中
「
１
時
間
当
た
り
」
を
「
勤
務
１
時
間
当
た
り
」
に
改
め
、
同
条
第
７

令

和

四

年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
三

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

一
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項
を
削
る
。

第
１９条

第
２
項
第
２
号
中
「
次
条
」
を
「
第
２１条

」
に
改
め
る
。

第
２０条

及
び
第
２１条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
期
末
手
当
基
礎
額
）

第
２０条

報
酬
条
例
第
２
条
第
９
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
基
準
日
（
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
が
属
す
る
月
に
お
い
て
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ
き
１
か
月
分
の
報
酬
の
額
と
す
る
。

（
期
末
手
当
の
算
定
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
）

第
２１条

報
酬
条
例
第
２
条
第
９
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
算
定
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
は
、
基
準
日

以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
（
大
分
県
警
察
に

お
い
て
引
き
続
き
在
職
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
職
員
等
が
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た

場
合
（
基
準
日
前
１
か
月
以
内
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

に
お
け
る
当
該
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
前
項
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間

に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２６条

第
２
項
中
「
１０の

項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
」
の
次
に
「
６
か
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら

れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
」
を
加
え
、
「
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間

が
１
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
」
及
び
「
、
同
表
の
１２の

項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
大
分
県
警
察
の

職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
１
年
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
」
を
削
る
。

第
２８条

第
１
項
中
「
第
４
条
」
を
「
第
４
条
の
２
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
第
４
条
の
２
第
１

項
中
「
３
歳
」
と
あ
る
の
は
「
１
歳
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
２
条
第
４
号
イ

⑶
」
を
「
第
２
条
第
４
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第
２４条

第
２
号
ロ
」
を
「
第
２４条

第
２

号
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
に
対
す
る
報
酬
の
支
給
額
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

（
警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
１
条
警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
４
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１４号

）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１０条

第
３
項
中
「
、
休
職
及
び
病
気
休
暇
」
を
「
及
び
休
職
」
に
改
め
る
。

第
１２条

第
１
項
第
１
号
イ
イ
中
「
け
ん
銃
操
法
」
を
「
拳
銃
操
法
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
け
ん
銃
操
法
」
を
「
拳
銃
操
法
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
及
び
第
２
号
様
式
中
「
第
２３条

」
を
「
第
２
条
、
第
２３条

、
第
２４条

」
に
改
め
る
。

（
警
視
等
の
昇
任
選
考
考
査
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
２
条
警
視
等
の
昇
任
選
考
考
査
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１７年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１０号

）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
及
び
技
術
職
員
昇
任
選
考
審
査
」
を
「
及
び
技
術
職
員
課
長
補
佐
昇
任
選
考
審
査
」
に
改

め
、
同
表
の
備
考
中
「
と
は
、
」
を
「
と
は
」
に
、
「
の
課
長
補
佐
昇
任
選
考
考
査
」
を
「
の
事
務
職
員

課
長
補
佐
昇
任
選
考
考
査
」
に
、
「
、
休
職
及
び
病
気
休
暇
」
を
「
及
び
休
職
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
中
「
第
１３条

」
の
次
に
「
、
第
１４条

」
を
加
え
る
。

（
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
３
条
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２８年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
第
８
条
」
の
次
に
「
、
第
１３条

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
中
「
、
休
職
及
び
病
気
休
暇
」
を

「
及
び
休
職
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
中
「
第
１７条

」
の
次
に
「
、
第
１８条

」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１０号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

二
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
２０年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

第
４
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
条
例
第
９
条
の
２
の
任
命
権
者
が
定
め
る
事
実
及
び
事
項
）

第
４
条
の
２
育
児
休
業
条
例
第
９
条
の
２
第
１
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と

す
る
。

⑴
職
員
が
、
民
法
第
８１７条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判

所
に
請
求
し
、
当
該
請
求
に
係
る
３
歳
に
満
た
な
い
者
を
現
に
監
護
し
て
い
る
こ
と
又
は
同
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
当
該
請

求
に
係
る
３
歳
に
満
た
な
い
者
を
監
護
す
る
意
思
を
明
示
し
た
こ
と
。

⑵
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
第
２７条

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
３
歳
に
満
た

な
い
児
童
を
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
児
童
を
受
託
す
る
意
思
を
明
示
し
た
こ
と
。

⑶
職
員
が
、
３
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
親
そ
の
他
の
児
童
福
祉
法
第
２７条

第
４
項
に
規
定
す
る
者
の
意

に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
受
託
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
１
号
に
規
定
す
る
養

育
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
児
童
を
受
託
す
る
意
思
を
明
示
し
た
こ

と
。

２
育
児
休
業
条
例
第
９
条
の
２
第
１
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

⑴
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度

⑵
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
先

⑶
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
３７年

法
律
第
１５２号

）
第
７０条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児

休
業
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
必
要
な
事
項

⑷
職
員
が
育
児
休
業
の
期
間
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
の
取
扱
い

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１１号

警
察

署
保
護
取
扱
規
程
（
昭
和
３５年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１７号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

第
２０条

第
１
項
中
「
第
２
条
第
５
号
」
を
「
第
２
条
第
６
号
」
に
、
「
同
条
第
６
号
」
を
「
同
条
第
７

号
」
に
改
め
る
。

第
２１条

中
「
第
２
条
第
３
項
」
を
「
第
２
条
第
４
号
」
に
、
「
同
条
第
４
号
」
を
「
同
条
第
５
号
」
に
、

「
い
た
つ
た
」
を
「
至
つ
た
」
に
、
「
取
調
」
を
「
取
調
べ
」
に
改
め
る
。

第
２２条

第
１
項
第
９
号
中
「
更
正
保
護
法
」
を
「
更
生
保
護
法
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
少
年
警
察
活
動
規
程
（
平
成
１４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
２３号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

目
次
中
「
児
童
虐
待
」
の
次
に
「
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」
を
加
え
る
。

第
１
条
第
２
項
中
「
犯
罪
捜
査
規
範
」
を
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１２年

法
律
第
８２

号
）
、
犯
罪
捜
査
規
範
」
に
改
め
る
。

第
２
条
中
「
「
少
年
」
」
の
次
に
「
、
「
特
定
少
年
」
」
を
、
「
要
保
護
少
年
」
」
の
次
に
「
、
「
児
童

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」
」
を
、
「
規
定
す
る
少
年
」
の
次
に
「
、
特
定
少
年
」
を
、
「
、
要
保

護
少
年
」
の
次
に
「
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」
を
加
え
る
。

第
６
条
中
「
第
８
条
第
２
項
（
」
の
次
に
「
同
条
第
５
項
（
活
動
規
則
第
１４条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
並
び
に
」
を
加
え
、
「
保
護
及
び
」
を
削

る
。第
７
条
第
１
項
中
「
大
分
っ
子
フ
レ
ン
ド
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
の
次
に
「
（
以
下
「
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
２
条
第
１２号

」
を
「
第
２
条
第
１４号

」
に
改
め
、
「
保
護
及
び
」

を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
大
分
っ
子
フ
レ
ン
ド
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
」
を
「
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
１３条

中
「
第
４
条
第
１
項
」
を
「
第
４
条
」
に
、
「
同
条
第
１
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
条
第
３

号
中
「
少
年
警
察
門
」
を
「
少
年
警
察
部
門
」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
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第
１５条

中
「
及
び
要
保
護
少
年
」
を
「
、
要
保
護
少
年
及
び
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」
に

改
め
る
。

第
１６条

第
１
項
中
「
要
保
護
少
年
」
の
次
に
「
若
し
く
は
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」
を
加

え
、
同
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
規
定
中
「
少
年
」
を
「
少
年
等
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
４

項
」
を
「
第
５
項
」
に
、
「
発
見
者
」
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
発
見
者
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
同
条
第

３
項
中
「
の
報
告
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
報
告
」
に
改
め
る
。

第
１９条

第
１
項
中
「
当
該
事
案
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
２１条

中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
２
号
中
「
（
昭
和
２２年

法
律
第
１６４号

）
」
を
削
り
、
同
条
に

次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
特
定
少
年
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
本
人
」

と
す
る
。

第
２３条

に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
特
定
少
年
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
本
人
」

と
す
る
。

第
３３条

第
１
項
第
１
号
中
「
成
人
」
を
「
２０歳

以
上
」
に
、
「
犯
罪
少
年
事
件
に
」
を
「
事
件
に
」
に
改

め
、
同
項
第
２
号
中
「
第
２０条

第
２
項
」
の
次
に
「
又
は
第
６２条

第
２
項
」
を
加
え
、
同
項
第
５
号
中
「
交

通
法
令
違
反
」
の
次
に
「
に
係
る
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
取
調
べ
」
の
次
に
「
又
は
面
接
」
を
加
え

る
。第
３９条

第
１
項
中
「
報
道
機
関
に
発
表
」
を
「
報
道
機
関
等
に
発
表
（
写
真
等
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
報
道
機
関
に
発
表
し
な
い
も
の
と
す
る
」
を
「
報
道
機
関
等
に
発
表

を
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
の
後
段
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
係
る
事
件
で
あ
っ
て
、
当
該
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た

者
に
係
る
も
の
（
刑
事
訴
訟
法
第
４６１条

の
請
求
が
さ
れ
た
も
の
（
同
法
第
４６３条

第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
又
は
第
４６８条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
規
定
に
従
い
審
判
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
を
除

く
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
３９条

第
３
項
中
「
報
道
機
関
」
を
「
報
道
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
４５条

第
２
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
２
号
中
「
場
合
」
の
次
に
「
（
特
定
少
年
の
被
疑
事
件

（
少
年
法
第
２０条

第
１
項
又
は
第
６２条

第
１
項
の
決
定
が
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
被
疑
者
及
び
特
定
少

年
で
あ
る
被
告
人
を
留
置
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
成
人
」
を
「
２０歳

以
上
の
者
」
に
改
め

る
。第
５８条

第
１
項
中
「
警
察
本
部
」
を
「
本
部
」
に
改
め
る
。

第
６１条

第
１
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

触
法
調
査
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
要
保
護
少
年
又
は
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童

で
あ
り
、
直
ち
に
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
児
童
通
告
書
（
様
式

を
定
め
る
訓
令
別
記
様
式
第
３７号

）
又
は
口
頭
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
り
通
告
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
事
後
に
当
該
児
童
相
談

所
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
６５条

第
２
項
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
を
削
る
。

第
７８条

第
２
項
中
「
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支
援
部
会
」
に
改
め
る
。

第
７９条

中
「
報
道
機
関
」
を
「
報
道
機
関
等
」
に
改
め
る
。

「
第
３
節
要
保
護
少
年
及
び
児
童
虐
待
に
係
る
活
動
」
を
「
第
３
節
要
保
護
少
年
及
び
児
童
虐
待
を

受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
係
る
活
動
」
に
改
め
る
。

第
８２条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る

（
要
保
護
少
年
に
つ
い
て
の
活
動
）

第
８２条

要
保
護
少
年
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
２５条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
相
談
所
へ
の
通

告
、
同
法
第
３３条

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
行
う
一
時
保
護
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
の
適
切
な
実
施
の
た
め
、
本
人
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
助
言
、
学
校
そ

の
他
の
関
係
機
関
へ
の
連
絡
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
執
る
も
の
と
す
る
。

２
１８歳

未
満
の
要
保
護
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
に
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と

が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
児
童
通
告
書
又
は
口
頭
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
り
通
告
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
事

後
に
当
該
児
童
相
談
所
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
必
要
と
し
な
い
要
保
護
少
年
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
等
に
注
意
及
び
助
言

を
す
る
な
ど
少
年
の
保
護
の
た
め
必
要
な
措
置
を
執
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
一
時
保
護
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
６２条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す

る
。
第
８３条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８３条

削
除

第
８４条

の
見
出
し
中
「
児
童
虐
待
」
の
次
に
「
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
つ
い
て
の
活
動
」
を
加

え
、
同
条
第
３
項
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
受
け
、
又
は
受
け
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
」
を
「
受
け
た
と

思
わ
れ
る
」
に
、
「
下
で
」
を
「
下
」
に
、
「
の
精
神
的
被
害
の
回
復
の
た
め
の
」
を
「
に
対
す
る
」
に
改

め
、
「
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
」
を
削
り
、
「
実
施
す
る
」
の
次
に
「
ほ
か
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
１０条

の
規
定
に
よ
る
援
助
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
求
め
を
し
た
者
と
の
適

切
な
役
割
分
担
の
下
、
必
要
な
措
置
を
執
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
１
項
の
次
に

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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三
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次
の
２
項
を
加
え
る
。

２
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
相
談
所
へ
の
通
告
又
は
児
童
福
祉
法
第
３３条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
委
託
を
受
け
て
行
う
一
時
保
護
の
適
切
な
実
施
の
た
め
、
本
人
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
助

言
、
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
へ
の
連
絡
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
執
る
も
の
と
す
る
。

３
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
児
童
通
告
書
又
は
口
頭
に

よ
り
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
り
通
告
し
た
と
き
は
、

そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
事
後
に
当
該
児
童
相
談
所
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
８９条

第
３
項
中
「
警
察
本
部
」
を
「
本
部
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五


